
 
   

 

  

令和４年７月の記録的な大雨により被害に遭われた皆さまに対し、心から 

お見舞い申し上げます。 

今回の大雨により町内の農地や農業用施設（ため池・水路・堰・農道など）が

被災し、復旧工事を行う場合に工事費用の一部を補助します。 

 

■補助の内容 

対  象 補   助   率 

町内の田、畑、ため池、 

水路、堰、農道など 

事業費が 40 万円未満の場合：事業費の 70％に相当する額 

（事業費が 40 万円以上の場合は、上限 28 万円とする。） 

 

■対象者 

 令和４年７月の記録的な大雨被害に伴う復旧工事を行う町内在住の農業関係者 
 

■適用申請に必要なもの 

 ・令和４年度農業用施設等小災害復旧事業適用申請書 

  （申請書は農林振興課窓口で配布する他、町ＨＰからダウンロードも出来ます） 

 ・被災状況の写真 

 ・位置図 
 

■適用申請の期限 

  令和４年１１月３０日（水） 
 

■注意事項について 

 ・適用申請以降、復旧工事を行わないことになった場合は、中止（廃止）承認

申請書をご提出ください。 

・復旧工事は、令和５年３月３１日までに終えてください。 
 

■事務手続きの流れについては、裏面をご覧ください⇒ 

 

 

 

 

被災された町内農業関係者の皆さまへ 

 

（問い合わせ）大和町農林振興課  ℡022-345-1119  

〒981-3680 大和町吉岡まほろば一丁目１番地の１ 



 

 

 

≪令和４年度農業用施設等小災害復旧事業補助金事務 手続きの流れ≫ 
 
 

【ステップ１】 
適用申請の手続き 

（申請期限：11 月 30 日） 

≪手続きに必要なもの≫ 

①適用申請書（町の様式） 

②被災状況の写真 

③位置図 

 

町から「承認通知」が届きます。 

 

【ステップ２】 

交付申請の手続き 

≪手続きに必要なもの≫ 

①交付申請書（町の様式） 

②事業計画書（町の様式） 

③収支予算書（町の様式） 

④復旧工事に係る見積書 

⑤その他必要なもの 

 

町から「交付決定通知」が届きます。 

 

【ステップ３】復旧工事を行う（期限：令和 5 年 3 月 31 日） 

 

復旧工事が終わり次第 

【ステップ４】 

実績報告の手続き 

≪手続きに必要なもの≫ 

①実績報告書（町の様式） 

②事業実績書（町の様式） 

③収支精算書（町の様式） 

④復旧工事に係る領収書 

⑤完成写真 

⑥補助金請求書（町の様式） 

⑦振込先口座の番号がわかるものの写し 

⑧その他必要なもの 

 

町から「額の確定通知」が届き、補助金が交付されます 

 


